
開催日時 　平成２９年１２月２日（土）午前９時３０分〜

開催場所 　宇陀市役所　大会議室

１　開会
・会議成立の報告（委員２０名に対し過半数【１８名】の出席）
・委員委嘱及び任命

（１）委員紹介 ・委員紹介

（２）正副会長選出
会議条例第４条１項に基づき次のとおり互選により決定
【会長】　　上野　慱美（教育学識経験者）
【副会長】 楠田　好子（幼児教育・保育学識経験者）

２　会長あいさつ

　委員各位には第１０回子ども・子育て会議に出席いただいたことに感謝申し上げます。
　平成２５年８月１０日に開催された第１回会議から本日で第１０回目を迎えることとなりました。
　平成２７年３月に策定された「宇陀市子ども・子育て支援事業計画」は、平成２７年度から平成３１年度まで
の５年間を第１期とし、この２９年度は３０・３１年度の計画期間の後期を迎えるにあたり見直しを図ります。委
員各位におかれましては、計画の達成状況の点検、又は評価を行っていただくと共に、今後の計画の見直し
に忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

３　議事案件

（１）宇陀市子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しについて
　
　第１章　計画の見直しについて

　　事務局より説明　【資料１ページ】

質疑応答 特になし

３　議事案件

（１）宇陀市子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しについて
　
　第２章　中間年の見直しについて

　　　１　幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制の見直しについて

　　　２　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の見直しについて
　
　　事務局より説明　【資料２～２１ページ】

質疑応答 以下のとおり

３　議事案件
（２）菟田野こども園の設置に向けた進捗状況について

　　事務局より報告

質疑応答 特になし

第10回　宇陀市子ども・子育て会議　会議録

委員

　保育所に預けようとする場合、現在の住居からは遠く距離があり不便さを感じます。また、仕事の都合によ
り、保育標準時間（7：30～18：30）を超えてしまう場合があります。
　保育標準時間（7：30～18：30）を超えての保育については、延長保育が利用できますが、その延長保育を
実施している施設は1ヵ所しかないため、宇陀市外への転出を検討されている方もいます。
　宇陀市の面積が広く、サービスを十分に受けられない地域もあると思います。
　全ての地域でのサービスの提供は、難しいと思いますが今後の課題として検討して頂きたく思います。



４　その他

・宇陀市子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しについて、1か月の期間を設け、市ホームページ・市内
こども園・保育園・幼稚園への見直し計画冊子の設置を媒体としてパブリックコメントを行います。

・次年度の本会議は、第２期計画（３２年度～）策定に向けた年度となります。委員各位には建設的なご意見
をお願いします。

・委嘱期間は本日より２年です。委員交替の場合は残任期間の申し送りをお願いします。


